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Precisely Right.





特定電気用品適合性検査申請書　(1/2)
テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社　御中

「特定電気用品適合性検査　申請処理フロー及び確認事項」に記載の内容に同意し、電気用品安全法第９条に規定する証明書（電気用品安全法第９条に規定する証明書と同等なもの）の発行を次のとおり申請します。

（注：本書式中の FORMCHECKBOX 
については、該当するものに「X」等でマークして下さい。）
１．申請者

 FORMCHECKBOX 
　届出事業者（国内製造事業者） FORMCHECKBOX 
　届出事業者（国内輸入事業者）
 FORMCHECKBOX 
　海外製造事業者
会社名：
住　所：〒

代表者役職名及び氏名：

TEL：



FAX：


２．申請に関する責任者
 FORMCHECKBOX 
  （上記１．申請者に同じ）

 FORMCHECKBOX 
  （上記１．申請者以外の場合は下記に記入。 
　　　　　　　上記１．の申請者と別法人の場合は委任状を提出）

会社名：

住　所：〒

所属・役職名：

氏名：

TEL：



FAX：





E-mail：
３．申請に関わる工場　
工場名：
住　所：〒

連絡窓口役職名及び氏名：

TEL：



FAX：


(工場が複数ある場合、上記に「別紙のとおり」とし、全工場に関わり上記項目を記した別紙をご準備下さい。)

４．特定電気用品名

（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

５．適用技術基準
 FORMCHECKBOX 
　省令第１項

 FORMCHECKBOX 
　省令第２項





　（J　　　　　　　　　　）

６．型式の区分




（別紙のとおり）

７．特定電気用品の構造、材質及び性能の概要
（別紙のとおり）

８．適合証明書副本発行（上記１．の申請者が海外製造事業者の場合）





基本セット（原本と副本１通）以外に追加の副本発行を





 FORMCHECKBOX 
　希望する（　　通）
 FORMCHECKBOX 
　希望しない

９．業務のご希望納期日
（　　　　年　　月　　日）

特定電気用品適合性検査申請書　(2/2)
１０．申請料金の請求先
 FORMCHECKBOX 
（上記２．申請に関する責任者に同じ）

 FORMCHECKBOX 
（下記に請求）

会社名：
住　所：〒

所属・役職名：

氏名：

TEL：



FAX：





E-mail：
１１．適合証明書の送付先
 FORMCHECKBOX 
（上記２．申請に関する責任者に同じ）

 FORMCHECKBOX 
（下記に送付）

会社名：
住　所：〒

所属・役職名：

氏名：

TEL：



FAX：





E-mail：
１２．試験品の返却等　（試験後の試験品の返却方法について記述下さい。）

１３．その他　（申請に関わり特記事項があれば、ご記載下さい。）

申請日：



署名又は捺印：




　　　　　　　　　　　　　　　　　（２．申請に関する責任者による署名又は捺印）

＜お問合せ＞
テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社

カスタマーサービスセンター

E-mail info@jpn.tuv.com 
東日本地域のお客様 電話番号045-470-1850 
西日本地域のお客様 電話番号06-6355-5400
特定電気用品適合性検査

申請処理フロー及び確認事項　(1/3)
１．申請処理フロー　

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 (以下「TRJ」という。) による申請処理フローの概要は、以下のとおりです。

	ステップ０.０：事前ミ－ティング
（申請手続き等について必要に応じ実施）
	
	:TRJが新規申請者等へ申請手続きについて説明
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	ステップ０.１：事前確認
（申請者が手続きに不慣れな場合等に申請者の要望に応じ実施。例えば、どのように文書・試験品を準備するか、どのように法の要件を履行するか、製品が評価に適切なものであるか、等。）
	
	:申請者の依頼によりTRJ実施

費用は、本検査と別枠となる場合有

	準備手続き終了

―――――――――――――――――――

適合性検査手続き開始
	

	ステップ１：料金提示・確認
（申請者の提供情報に基づき算出。）
	
	:TRJ、申請者へ見積り提示

（ステップ２からの手続きの場合、ステップ３にて対応）

	
	

	ステップ２：申請書・試験品等提出
	             
	:申請者、TRJへ提出

	
	

	
	
	文書・試験品等の

修正・追加必要
	
	:申請者、修正・追加し提出

	                                                         
	

	ステップ３：申請書等提出物確認
	
	:TRJ、申請内容・検査条件等確認

	
	

	ステップ４：適合性検査実施
	
	:TRJ検査実施

	
	

	
	改善実施
	
	:不適合の場合、TRJは内容を申請者に報告し、申請者はTRJへ改善内容の報告或いは改善サンプル提出

	
	

	適合
	
	不適合
	
	

	

	

	ステップ５：適合証明書発行
	
	:TRJ、証明書発行

	
	
	

	ステップ６：証明書・請求書送付
	
	
	:TRJから申請者へ


特定電気用品適合性検査

申請処理フロー及び確認事項　(2/3)
２．ご申請にあたっての確認事項

以下に掲げる事項は、適合性検査を実施するに際しての、TRJの「試験および認証規則」ならびに「一般業務条件」への追加事項です。

(1) (適合性検査実施のための準備及び協力)

1 「特定電気用品適合性検査申請時提出物のご案内」に基づき適合性検査の実施に必要な文書類、情報、試験品等を提出下さい。

2 製造工場その他の施設への立入り、文書類の調査又は閲覧、要員への面接その他適合性検査の実施に必要な事項のための用意を行って下さい。

(2) (申請者としての遵守事項)

適合性検査又は適合証明書に係わり、以下の事項を遵守下さい。

1 電気用品安全法の該当規定を常に満足するようにすること。

2 適合性検査の実施に必要な準備をすべて行うこと。

3 適合性検査の対象となった範囲のみが証明されていることの表明をすること。

4 検査機関の評価を損なうような適合性検査の使い方をせず、また、誤解を招く又は範囲を逸脱するような適合性検査に関する表明は行わないこと。

5 適合証明書の一時停止又は取消しについて電気用品安全法では特定の手続きを定めていませんが、TRJが経済産業省と相談の上、当該措置を行うことを決定した場合、当該適合性検査又は適合証明書を言及しているすべての宣伝、広告等を中止し、TRJの要求に基づき当該適合証明書その他の関連文書の原本をTRJに返却すること。

6 製品の適用技術基準への適合性が証明されていることを示すためだけに適合証明書を使用すること。

7 適合証明書、報告書又はこれらの一部分を、誤解を招くような方法で使用しないこと。

8 書類、パンフレット、宣伝・広告等の媒体で適合性検査又は適合証明書について言及する場合は、TRJの要求事項に従うこと。

(3) (適用技術基準への適合性の維持確保)　

適合証明書交付後、法第8条等電気用品安全法の要件を満足するよう製品へ適用の技術基準への適合維持を自ら確保して下さい。

(4) (料金)

申請者から提出の不適切な文書・試験品等、不適事項に対する改善等の場合等において、当該問題が申請者の責任の下にあり、追加作業が必要な場合、TRJは申請者へ追加費用を連絡し、申請者とその支払いを確認します。支払いに不合意の場合、処理を中止し、それまでの実費を請求します。

(5) (申請者)

電気用品安全法第9条の適合性検査の申請者は、国内製造事業者（該当電気用品の製造者）または国内輸入事業者（該当電気用品の輸入者）が原則であり、当該事業者が電気用品安全法に規定の検査を自ら行うことが要求されています。しかし、国内輸入事業者の場合、法に規定の検査を自ら行うことができない場合があります。その場合、法第9条に基づく施行規則第13条の規定に基づき、海外製造事業者（該当電気用品の製造者）からの申請に基づき、当該事業者へ「証明書と同等なもの」及びその「写し」を発行でき、国内輸入事業者は、その「写し」を海外製造事業者から入手することとなります。申請の場合、何れの条件に該当するかご確認の上、申請書をご準備下さい。

特定電気用品適合性検査

申請処理フロー及び確認事項　(3/3)

(6) (申請書)

ご申請にあたっては、当文書に添付の「特定電気用品適合性検査申請書」をご使用下さい。尚、他の業務とのマルチ申請等の理由により当社申請書書式或いはその他の書式により申請される場合も、当文書の内容に同意の上申請があったものとみなします。他の書式により申請される場合は、「特定電気用品適合性検査申請書」に記載のすべての項目について情報が提供されるようご留意下さい。

(7) (適合性検査関連業務委託先の利用)

TRJは適合性検査実施に際し、製品評価等一部業務を委託する者としてTRJが経済産業省に届け出た委託先を利用する場合があります。「適合性検査関連業務委託先リスト」を参照下さい。委託先の選定等についてはTRJに一任することをご了承下さい。

委託先の利用について特段の条件がある場合は、「特定電気用品適合性検査申請書」の「１３．その他」にご記載下さい。

(8) (検査機関名表示)

適合証明書発行後、該当電気用品に対し、電気用品安全法施行規則第17条に基づく表示を電気用品安全法第3条の規定に関わる届出事業者が行う必要がありますが、その際のTRJについての表示は、以下の何れかとなります。

· テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社　（TRJの正式名称）

· [image: image1.jpg]


　（電気用品安全法施行規則第17条第3項の規定に基づく届出済商標）
（注：略称表示の承認申請はしておりませんので、該当するものはありません。）

表示に際しては、

施行規則：http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000084.html　

の第17条及び別表第六を参照下さい。

特定電気用品適合性検査申請時提出物のご案内

1) 「特定電気用品適合性検査申請書」

他の書式により申請される場合は、「特定電気用品適合性検査　申請処理フロー及び確認事項、２．ご申請にあたっての確認事項、（６）申請書」を参照下さい。

2) 型式の区分

経済産業省のホームページ中の以下に示すページでも確認可能ですが、当社登録の範囲の品目について、品目毎の「型式の区分」表を準備していますので必要な場合はお申し出下さい。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000084.html
3) 製品の構造、材質及び性能の概要　

特別な書式を規定していません。製品の構造、材質及び性能について記述している文書であれば問題ありません。

4) 製造工場リスト（工場名、住所、担当者名、連絡先TEL・FAX・E-mail）

申請書書式に記載のとおり、2以上の工場がある場合、別紙として記載の上添付して下さい。

5) 検査設備リスト（工場毎にご提出下さい。）

検査設備の検査については、電気用品安全法施行規則（上記2）のURLにて参照）の別表第四中の該当電気用品の区分を参照下さい。

また、施行規則で要求の設備管理についての社内手続きが確立されているか確認します。精度を要求される設備については、設備リストと共に校正証書の複写が必要です。前述社内手続き文書と共に事前に、または現地調査時に複写をご提供下さい。

6) 技術資料

一般的には、以下のものが必要になります。

a) 回路図

b) 重要部品リスト

c) 取扱説明書（日本語版）

d) 完成品・使用部品等の仕様書、構造図、配線図、基板のパターン図等

e) 使用部品・材料の証明書（該当するものがある場合）

f) 特殊操作・扱い等ある場合、それを記した文書

g) 定格表示デザイン図

製品によっては、上記以外のものが必要となる場合があります。仔細は、申請前或いは申請時に、TRJ担当者へご確認下さい。

7) 試験品

当該製品、ご要望日程、その他の事項を考慮し適合性検査実施に支障なきよう考慮の上、ご提出頂く試験品の数をご案内いたします。詳細は、TRJ担当者へご確認下さい。

8) 委任状（申請者と申請に関する責任者が別法人の場合等。）

適合性検査関連業務委託先リスト (1/2)

１．テュフ  ラインランド  グループメンバー
1) TÜV Rheinland Taiwan Ltd.

所在地：11F, No. 758, Bade Rd., Sec. 4, Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan, R.O.C.
委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査

2) TÜV Rheinland Hong Kong Ltd.

所在地：8-10 Floor, Emperor International Square, 7 Wang Tai Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong
委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査

3) TÜV Rheinland Korea Ltd.

所在地：E&C Venture Dream Tower 6, 197-28, Guro-dong, Guro-gu, 152-719  Seoul,
Rep. of Korea
委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査

4) TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.

所在地：10F, 11F, 14F & 15F, Huatsing Building, No.88, Lane 777, West Guangzhong Road, Shanghai 200072, P.R. China
委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査

5) TÜV Rheinland (Shenzhen) Co., Ltd.
所在地：3&4 F, Cybio Technology Building No. 1, Langshan No. 2 Road South, 5th Industrial Area, High-Tech Industry Park North, Nanshan District, 518057 Shenzhen, P.R. China
委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査

6) TÜV Rheinland (Guangdong) Ltd.

所在地：No.199 Kezhu Road, Guangzhou Science City, Guangzhou, Guangdong 510663,
P.R. China
委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査

7) TÜV Rheinland Thailand Ltd.

所在地：18th Floor Tararom Business Tower, 2445/35-38 New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320, Thailand
委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査

8) TÜV Rheinland LGA Products GmbH

所在地：Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Germany

委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査

9) TUV Rheinland of North America, Inc.
所在地： Commerce Road, Newtown, CT 06470, USA
委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査

10) TÜV Rheinland InterCert Kft., MEEI Division, Products
所在地：Váci út 48/A-B, H-1132 Budapest, Hungary
委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査

適合性検査関連業務委託先リスト (2/2)

11) TÜV Rheinland Philippines, Inc.

所在地：G/F La Fuerza Building 1, 2241 Don Chino Roces Avenue, Makati City 1231, Philippines
委託業務：製造事業者設備検査
12) TÜV Rheinland/ CCIC (Ningbo) Co., Ltd.

所在地：8th Floor, Yonggang Modern Building, 188 Jinghua Road, Hi-Tech Park,
Ningbo 315103, P.R. China
委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査

13) TÜV Rheinland Singapore Pte. Ltd.

所在地：25 International Business Park, #03-13/14, German Center, 609916 Singapore
委託業務：製造事業者設備検査

14) TÜV Rheinland (China) Ltd.

所在地：Unit 707, AVIC Building, No. 10B, Central Road, Chaoyang District, Beijing 100022,
P.R. China
委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査
２．テュフ  ラインランド  グループメンバー以外
1) KEC　関西電子工業振興センター　生駒試験所

所在地：〒630-0101　奈良県生駒市高山町12128

委託業務：製品試験のうち、雑音の強さに係る試験。但し、TRJスタッフによる立会い試験。
2) The Standards Institution of Israel

所在地：42 Chaim Levanon Street, Tel-Aviv, Israel 69977
委託業務：製品試験及び製造事業者設備検査

(2011年9月現在)

委　　　任　　　状

(Letter of Attorney)

年　　月　　日

(year) (month), (day)

テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社　御中

(To: TÜV Rheinland Japan Ltd.)

 [申　請　者 (Applicant)]

会　社　名：
(Name of company)

住　　　所：
(Address)



TEL：



FAX：

所属・役職：
(Department and Title)

責任者名：




署名又は捺印

(Name of responsible person)


(stamp or signature)

私は、次の者を代理人と定め下記の委任業務に関する一切の権限を委任します。

I hereby entrust the following person as agent of the applicant with full power concerning the following business. 

[代　理　人 (Agent)]

会　社　名：
(Name of company)

住　　　所：
(Address)

TEL：



FAX：

所属・役職：
(Department and Title)

氏　　　名：




署名又は捺印

(Name of entrusted person)



(stamp or signature)

1.  委任業務 (Trust business) ：
2.  委任期間 (Period of trust) ：
 FORMCHECKBOX 

委任業務が終了するまで (Until completion of trust business )

 FORMCHECKBOX 

代理人に変更があるまで (Until change of agent)

 FORMCHECKBOX 

　　年　月　日より　　年　月　日まで (from        to   　  )
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